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 第1 章   計画策定の背景 

１-１ 気候変動の影響  

人間活動等に起因して大気中に放出される温室効果ガスによって地球が暖められる現象を「地球

温暖化」といいます。 

近年、地球温暖化に伴う影響で異常気象や雪氷の融解、海面水位の上昇が世界的に観測されてい

ます。IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が令和３（2021）年８月に発行した第六次評価報告

書第一作業部会報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余

地がない」と述べられ、将来の影響予測として、世界平均気温は少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続

けることが予測されています。 

気候変動の影響は、降水量や海面水位の変化、生態系の喪失といった自然界における影響だけで

なく、インフラや食料不足、水不足など人間社会を含めて深刻な影響が想定されています。 

 

図１-１ 気候変動の影響

 
出典：気候変動アクションガイド 

 

 

本町の位置する岐阜県においても、令和３（2021）年８月の記録的な大雨では、県内の広い範囲で

土砂災害警戒情報が発表されるなど、極めて危険な状態になり、県内各地で土砂災害や河川の溢水、

竜巻などにより、多くの住家被害、農地や農業施設の被害、護岸の損壊、路側の欠壊などが発生しまし

た。  
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１-２ 地球温暖化対策を巡る国内外の動向 

（１ ） 国際的な動向 

平成 27（2015）年に開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では、

京都議定書以降初めて、 法的拘束力のあるパリ協定が採択されました。パリ協定では、世界共通の

長期目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、

1.5℃に抑える努力を追求すること」が掲げられています。 

また、平成 30（2018）年に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」では、世界全体の平均気温の

上昇について、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、世界の二酸化炭素の排出量を

「2030年までに 2010年比で約 45％削減」し、「2050年頃には正味ゼロ」とすることが必要であ

ると示されています。 

こうした状況を踏まえ、世界各国でカーボンニュートラル実現に向けた取組が進められています。 

 

 

図１-２ 各国の削減目標                      図１-３ IPCC 報告書 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

 

 

 

また、平成 27（2015）年の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」には、17 の目標と 169 のターゲットからなる「SDGs（持続可能な開発目標）」が掲げられ

ています。これは先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標であり、国

だけでなく地方公共団体、住民、事業者など全ての個人、団体が取組主体となっています。17の目標

は、経済、社会、環境の三側面を含むものであり、相互に関連しているため、統合的な解決が求めら
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れています。気候変動対策や再生可能エネルギーの拡大、森林保全等、地球温暖化対策をはじめと

する環境問題の解決と同時に、社会、経済面の統合的向上を図る必要があります。 

 

 

図１-４ SDGs 17 の目標 

 
出典：国連広報センター 

 

（２） 国内の動向 

国内では、内閣総理大臣が令和２(2020)年 10月の所信表明において、「2050 年までに、温室

効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実

現を目指す」ことを宣言しました。 

さらに、令和３（2021）年４月には、地球温暖化対策推進本部において、「2030 年度の温室効果

ガスの削減目標を 2013年度比 46％削減することとし、さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けて

いく」旨が公表され、同年６月に改正地球温暖化対策推進法（以下「温対法」という。）が施行されま

した。 

温対法では、2050 年までの脱炭素社会の実現を見据え、地域脱炭素化促進事業に関する規定

の追加等、地域における脱炭素化を促しています。 

地域の脱炭素化促進のため、国・地方脱炭素実現会議において、令和３（2021）年６月に「地域

脱炭素ロードマップ」が決定されました。地域脱炭素ロードマップでは、100 か所の「脱炭素先行地

域」を創出し、地域特性に応じた先行的な取組実施の道筋をつけること、脱炭素の基盤となる重点

対策（自家消費型の太陽光発電、住宅・建築物の省エネ等）を全国津々浦々で実施することを示し

ています。 

こうした国内外の潮流を受け、「2050 年までの二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指す旨を表明

する地方公共団体は増加し、全国各地で脱炭素化に向けた取組が進められています。 

令和５（2023）年 12月末現在、本町を含む 1,013自治体が「2050年までの二酸化炭素排出

量実質ゼロ」を表明しています。 
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図１-５ ゼロカーボンシティ表明自治体  

 

 
  

出典：環境省  

 

図１-６ 岐阜県におけるゼロカーボンシティ表明状況  

 

 
出典：環境省  

 

脱炭素化に向けた取組が進められる一方で、地球温暖化の影響は現在も顕在化しており、観測記

録を更新するような異常気象が私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。異常気象は今後も頻

繁に発生したり深刻化したりすることが懸念されており、変化する気候のもとで悪影響を最小限に抑

える「適応」が不可欠になります。 
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このため日本では、国全体が気候変動の影響を回避し低減することを目的として「気候変動適応

法」を平成 30（2018）年に制定しました。気候変動適応法では、各地域が自然や社会経済の状況

に合わせて適応策を実施することが盛り込まれています。将来の気候変動の影響に備えるため、各自

治体が気候変動適応法に従って地域気候変動適応計画を策定しています。 

 

図１-７ 地球温暖化と適応策、緩和策の関係  

 

 
 

 

 

 
出典：気候変動適応情報プラットフォーム 
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（３） 岐阜県の取組 

岐阜県では、平成 21（2009）年３月に「岐阜県地球温暖化防止基本条例」を制定、令和３

（2021）年３月には当条例を改正しました。 

また、平成 23（2011）年６月に岐阜県の区域に関する温室効果ガス排出量の削減に関する中期

目標及び長期目標並びに中期目標達成に向けた取組み等について定めた「岐阜県地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）」を策定し、令和３（2021）年３月には「脱炭素社会ぎふ」の実現を目指

すため、新たに「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画」を策定しました。さらに、令和５

（2023）年３月に中期目標の見直し等を行い、計画の改訂を行っています。 

岐阜県が行う事務事業における温室効果ガス排出量については、令和３（2021）年５月に「岐阜

県温室効果ガス排出抑制率先実行計画」を策定し、令和３（2021）年 11 月に政府実行計画の改

定及び地域脱炭素ロードマップの策定を踏まえた取組内容の追加や率先実施の取組の具体化など

計画の一部を改正しました。 

 

１-３ 輪之内町の取組  

本町では平成 20（2008）年３月に、町及び職員が地球温暖化対策を率先して実行するための行

動指針として、「輪之内町地球温暖化対策推進実行計画」（以下、「事務事業編」という。）を策定し、

令和２（2020）年３月には事務事業編の２度目の改定を行い、「第３次輪之内町地球温暖化対策実

行計画（事務事業編）」を策定しました。 

また、令和４（2022）年３月には、2050 年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「輪之内

町ゼロカーボンシティ」を宣言しました。 

この度、脱炭素社会実現に向けた基本方針や具体的な目標を定めるとともに、気候変動による悪影

響に対応するため、「輪之内町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定します。 
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図１-８ 輪之内町ゼロカーボンシティ宣言書  

 


